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平成29年度財政的援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の内容 

監 査 結 果 措 置 の 内 容 

Ⅰ 総括 

⑴  団体に対する意見 

 

 

① 専門的知識等の習得・継承ができる体制の整備や

研修機会の確保等を通じた職員の育成について 

【出資団体】 

出資法人等は、行政が直接対応することが困難

又は行政が直接対応するよりも効果的・効率的に

実施することが可能な分野で、民間の経営ノウハ

ウ等を活かしながら公共的な事業を実施すること

を目的として設置された団体である。 

昨今の出資法人等を取り巻く環境は、公益法人

制度改革や労働法制をはじめとした各種の制度改

正などにより変化しており、出資目的に沿った事

業の推進はもとより、一事業主として組織運営の

面でも、様々な対応が求められてきている。 

今回の監査では、団体の運営にあたり人材の確

保や育成に努めているものの、団体設立時から在

籍している専門職員の退職により、事業を継続的

に実施していくためのノウハウの継承が課題と

なっている団体、専門職員の資質向上のための取

組みを実施する余裕のない団体、また、少人数の職

場において、産前産後休暇・育児休暇、私傷病休暇

等取得時の代替職員の確保など組織体制の維持に

不安を抱えている団体などがあった。 

ついては、各団体においては、限られた組織体制

の中ではあるが、団体の設立目的と社会情勢や県

民ニーズに対応した運営がなされるよう、若手職

員が専門的知識やノウハウを習得し、人的ネット

ワークをスムーズに継承できる体制を整備すると

ともに、各種研修機会の確保や研修に参加しやす

い職場環境づくりを進め、団体の継続的な運営を

担っていく職員の育成に努められたい。 

 

① 専門的知識等の習得・継承ができる体制の整備や

研修機会の確保等を通じた職員の育成について 

（(公財)ふるさと島根定住財団） 

平成30年３月に策定した「私たちのクレド」（当

財団が目指すスローガンや意識・姿勢を明確にし

たもの）を基に、各職制で求められる役割、資質等

を定め、職員それぞれが職務を全うできるよう研

修を実施した。通常業務の中においても、上司等に

よる指導・育成（ＯＪＴ）に努める。 

職員の専門知識や最新の知見を修得するため、

島根県や(一社)移住・交流推進機構への派遣研修

を実施してきた。また、職員の職務に必要なスキル

習得のため、外部の研修会への参加も引き続き積

極的に実施していく。 

 

（(公財)しまね女性センター） 

団体設立時からの在籍職員を定年退職後も継続

雇用することで、事業継続に必要なノウハウの承

継を進めたり、新規採用職員に対しても、１年目は

専門的知識を蓄える期間として、図書等の紹介に

加え、研修等にも積極的に参加できるようにして

いる。 

また、先輩職員が行う研修等へ若手職員が参加

しスキルアップを図るなど、ＯＪＴによる研修機

会も確保している。 

今後も引き続き、安定的な組織運営を行える体

制づくりや、研修機会確保など職員育成のための

職場環境づくりに努める。 

 

（(公財)しまね国際センター） 

若手職員の育成については、これまでＪＩＣＡ

草の根協力事業によるブラジルへの派遣や、全国

市町村国際文化研修所への派遣などを通じて、視

野の拡大や人材育成に努めてきた。 

また、今年４月に発生した島根県西部を震源と

する地震では、若手職員を災害ボランティアセン



 

ターの運営スタッフとして派遣し、外国人住民へ

の支援を実施する機会を設けた。 

現場のニーズを的確に把握し、課題への適切な

対応ができるよう、外国人住民の現状に触れる機

会の創出や、各種外部研修会への参加を通じ、今後

も人材育成に努める。 

 

（(公財)島根県環境管理センター） 

毎年、外部研修受講の機会を設けて職員の資質

向上を図っており、業務に必要な資格は複数名の

職員に取得させるなど、円滑な業務遂行が可能と

なるよう努めている。 

また、職員全員が共通認識を持って業務にあた

るため、内部研修はもとより、様々な協議や打合せ

など職場全体で行い、情報共有を図っている。 

さらに、これまで有期雇用としていた嘱託職員

を無期雇用とすることで安定的な人材確保に努

め、培った知識などを継承しやすい環境づくりを

行っている。 

組織体制においても、限られた人材を活用しノ

ウハウを共有するため、部署間の兼務体制を整備

し、業務に支障をきたすことなく休暇を取得しや

すい職場環境づくりに努めている。 

 

（(公社)島根県林業公社） 

団体設立時から在籍している専門職員等の退職

により、若手職員や中堅職員を主体に業務運営に

あたっている。 

分収造林事業の推進に加え、多様なニーズへの

対応が求められており、組織運営の円滑化と専門

的知識の向上を図るうえで、職員の育成は最重要

課題である。 

このため、公社内での全体ミーティングや課内

報連相会議の適時適切な開催により、人的ネット

ワークのスムーズな継承に努めるとともに、ＯＪ

Ｔによるノウハウ習得や、計画的な各種の研修参

加や資格取得の機会確保を図っている。 

 

（(公財)島根県建設技術センター） 

当センターの事業として実施している各種研修

会に、職員に対しても積極的な受講を勧め、専門的



 

知識の習得を図るなど、職員の資質向上に取り組

んでいく。 

 

（(公財)島根県暴力追放県民センター） 

   センターの業務の特殊性から、常勤である専務理

事（事務局長）と職員２名のうち１名は、歴代警察

ＯＢを採用しており、ノウハウの継承がスムーズに

行われている。 

 

② 内部統制の充実について 

業務量の増大や業務の複雑化が進む中で、違法

行為、不正、ミスなどの不適正な事務処理が発生し

ないよう、組織自らが自律的に管理統制を行い、法

令や所定の基準、手続き等に基づいて、業務の健全

かつ効率的な運営を確保する取組み（内部統制）が

求められている。 

このため、今回の監査では、この内部統制の仕組

みや機能を紹介しながら、各団体における管理体

制の確認を行った。 

多くの団体では、不適正な情報管理が行われる

可能性や不適正な現金の出納・保管が行われる可

能性があることなどを認識し、様々な対策を講じ

るとともに、研修や会議等の場を通じて情報共有

が図られていた。 

具体的には、情報管理においては個人情報保護

規程の整備や情報セキュリティ対策が実施されて

いた。また、現金の出納・保管においては金庫の鍵

の管理徹底、口座振込時における複数確認、稟議の

実施等会計事務処理に係る基本的手続きの徹底が

行われていた。中には、これらの事務に係るチェッ

クリストやマニュアルを作成している団体もあっ

た。 

一方で、一部の団体では、不適正な事務処理が発

生するリスクはないとして特に対策を講じていな

い、あるいは、こうしたリスクは認識しているもの

の、それらの回避策や情報共有が不十分なところ

もあった。 

ついては、各団体においては、業務上のリスクに

ついて認識し情報共有を図るとともに、その回避

策や対処法を具体的に検討した上で、できるとこ

ろから取り組まれたい。 

② 内部統制の充実について 

（公立大学法人島根県立大学） 

業務上のリスクを常に認識できるよう、内部監

査として、会計監査、業務監査、研究費に関する監

査、情報セキュリティに関する監査を毎年度実施

しつつ、会計監査人による監査を受け、業務運営の

適正さを確保している。 

また、内部統制に関する教職員向けの研修の実

施など、情報共有に努めている。 

 

（(一社)島根県私学教育振興会） 

引き続き、職員間の情報共有やチェック機能を

徹底させ、リスク排除を図る。 

インターネットバンキングの活用を高めなが

ら、手持ち現金を極力排するようにする。 

 

（(公財)ふるさと島根定住財団） 

県内就職やＵＩターン支援を主な業務としてい

る性格上、多くの個人情報を保有・管理しているた

め、個人情報保護規程に基づく「個人情報管理マ

ニュアル」を定め、定期的に研修を実施している。

個人情報の適正な管理は財団業務の生命線である

ことを認識し、今後も細心の注意を払い、事業実施

に努める。 

また、適正な会計事務処理を行うため、「契約の

手引き」を策定し、職員に周知を行っている。島根

県から指導、アドバイスも受けながら、今後も職員

教育に努める。 

 

（(公社)島根県トラック協会） 

各種事業の実施については、役職に関係なく「事

業の実施稟議」をすべての職員が内容確認を行い



 

また、既に取り組んでいる団体については、回避

策や対処法の不断の見直しを行い、業務運営の適

正さを引き続き確保されたい。 

 

検印し、違法行為、不正、ミス等がないか、内部統

制に努めている。 

会計処理についても、各種事業の実施と同じく

役職に関係なく「支出稟議」をすべての職員が内容

確認（振込金額と引出金額の確認等）を行い検印

し、違法行為、不正、ミス等がないか、内部統制に

努めている。 

また、現金の保管については、会計別に10万円を

限度としており、現金の不正入手にならないよう

努めている。 

さらに、銀行印を専務理事（業務執行役員）が管

理し、預金通帳を事務局長が管理することで、不正

な預金の引出しを防いでいる。 

情報管理について、個人情報管理規程、情報公開

規程を整備しているほか、倫理規定、コンプライア

ンス規程、公益通報者保護に関する規程、リスク管

理規程を整備し、適正な運営に努めている。 

 

（(公財)しまね女性センター） 

現金の出納・保管等の会計事務は複数の担当職

員で確認を行っており、現金等が保管されている

金庫の鍵は別の職員が保管するなど管理体制も徹

底している。 

また、個人情報の保護に関する規定を策定し、規

定に沿って個人情報の取扱いに係るリスク管理を

行っている。 

さらに、定期的なミーティングを行い、実際に

あったトラブル案件の紹介や対応策について協議

し、リスク回避対策にも努めている。 

今後も、定期的に情報共有するとともに、事務処

理等の見直しを図るなど、財団運営の適正さを確

保していく。 

 

（(公財)しまね国際センター） 

資産運用規程、役員及び評議員の報酬並びに費

用に関する規程、個人情報の保護に関する規程、会

計処理規程、就業規則など必要な規定を整備し、こ

れに則って運営している。 

業務の円滑な推進のため、小口現金を保有して

いるが、金庫の鍵は厳重に管理し、終業時間前に毎

日、残高を確認している。 



 

会計事務については、税理士事務所と委託契約

を結び、仕分けのチェックや現金・預金の照合など

毎月、経理指導を受けている。 

課長級職員の内部統制に対する理解を深め、組

織としての内部統制を強化するため、今後は内部

統制の研修等にも参加させていく予定である。 

 

（(公財)島根県環境管理センター） 

現金と金券、預金通帳を保管するため別々の金

庫を設け、金庫の鍵を担当者以外の管理職職員が

保管するなど管理体制を徹底している。 

情報管理については、特定個人情報取扱規程を

策定し、個人番号の取扱いに係るマニュアルに

沿ってリスク管理を行っている。 

また、常勤役員及び職員が定期的に情報共有を

行う機会を設け、業務上のケーススタディやリス

クマネジメントの意識づけの場とするなど、リス

ク回避対策に努めている。 

今後も定期的な情報共有や事務処理等の見直し

により、財団運営の適正さを確保していく。 

 

（島根県歯科技術専門学校） 

不適正な情報管理や現金の出納・保管が行われ

る可能性について認識し、各種研修や会議の場を

通じて情報共有を図っている。 

今後も職員一人一人の意識向上に努め、適正な

業務運営に努めていく。 

 

（(一社)しまね縁結びサポートセンター） 

情報管理については、個人情報保護に関する指

針及び規程を整備、個人情報が記載された書類等

は鍵付きの倉庫に保管している。 

会計事務については、会計事務所と委託契約を

結び、財務会計や税務に関する指導を受けつつ業

務を行っている。 

現金の出納は常に複数人で確認をし、保管につ

いても、現金等は二重に鍵がかかる場所に、また印

鑑は別の場所に管理している。 

今後も引き続き業務運営を適正に行えるよう、

取り組んでいきたい。 

 



 

（(公財)しまね農業振興公社） 

就業規則を改正し、職員の守秘義務、職場環境の

適正化、職員のハラスメント行為の禁止の規定を

追加している。 

また、グループウェアを導入し、県内各地に駐在

する職員の日々の業務上発生する問題等につい

て、組織内共有を迅速に行うことができるように

した。 

農地中間管理事業においては、外部委員による

評価委員会を設置し、業務の適正な運営に関して、

意見をいただいている。 

今後も業務上のリスクについて、組織内で情報

共有を図るとともに、対策を講じることにより、適

正な業務運営を確保していく。 

 

（(公社)島根県野菜価格安定基金協会） 

通帳、印鑑は施錠できる別々のロッカーに保管

し、鍵は管理者が管理している。通帳、証書の出納

は、伝票起票し管理者の確認のうえ行っている。月

次決算帳票を作成し、通帳との残高確認等を行っ

ている。 

経理については会計事務所と契約しており、シ

ステムや経理について監修を受けている。 

今後は、リスク管理、情報セキュリティに関する

関係団体等の研修会等に参加し、業務運営の適正

に努める。 

 

（(公社)島根県林業公社） 

日頃から職員間での相互チェックの徹底により

現金・預金残高を確認し、現金事故の防止を図って

いるほか、公認会計士による外部監査を年４回受

けている。 

情報管理については、個人情報保護要綱等に基

づき適切な運用に努めている。また、職員用ＰＣは

インターネット接続ができない仕組みにするな

ど、情報セキュリティ対策を講じている。 

   業務上のリスクは様々であるため、県から得たリ

スク管理に必要な情報も周知・徹底し、不正の未然

防止に努めている。 

 

（(独)日本貿易振興機構松江貿易情報センター） 



 

組織全体で統一された内部統制の仕組みがあ

り、適切に取り組んでいる。 

今後も引き続き適正さを確保していく。 

 

（浜田港振興会） 

不適正な会計事務を防止するため、事務局長に

よる金庫の鍵の管理及び出納簿と預金通帳の照

合、複数職員による収入支出調書の確認を行って

いる。 

今後は、事務処理の見直しを行い、会計事務につ

いては、チェックリストを作成することとしてい

る。 

 

（島根県中小企業団体中央会） 

不適正な情報管理や不適正な現金の出納・保管

などの発生を未然に防ぐため、各種規程を整備し、

内部協議を通じ情報共有を図っている。 

現金の出納・保管については、会計規程を整備

し、金庫の鍵の管理を更に徹底している。口座振込

（IB送信）時における複数確認・承認制の実施な

ど、会計事務処理に係る基本的手続きの徹底も

行っている。また、会計事務を長年同じ者が担当す

るリスクを回避するため、会計担当者の交替を実

施した。 

今後は、業務上のリスクに対する回避策や対処

法の不断の見直しを行い、適正な業務運営に努め

る。 

 

（島根県信用保証協会） 

内部統制の充実を図るため、平成23年度から業

務監査室を設け、リスク管理、コンプライアンス推

進を実施している。 

情報管理については、個人情報管理規程や情報

セキュリティ関連規程を整備し、個人情報の発信・

発送が必要とされる際には複数名で確認するな

ど、漏えい・紛失等のリスクへの対策を行ってい

る。 

また、金庫の鍵や公印についても管理規程を定

め、適正に管理している。 

上記規程類に基づく対応については、毎年内部

監査にて確認し、必要に応じて改善することとし



 

ている。 

引き続き内部統制の充実を意識し、適正な業務

運営に努める。 

 

（島根県商工会連合会） 

新任職員研修、商工会事務局長会議、商工会監事

研修などで、コンプライアンスマニュアル等や内

部統制についての集合研修を実施している。 

規程の整備や、マニュアルなどの見直しも、適宜

実施している。 

商工会に対しては、商工会監査指導において内

部統制の状況を確認するとともに、全国の不祥事

発生事例等の情報を提供することで常に注意喚起

を行っている。 

また、課長補佐以上による週一回の運営会議に

おいて、情報共有を図っている。 

 

（益田商工会議所） 

通帳と印鑑を別々の者が管理し、預金の引き出

しについては、払い出し調書の数字と払い出し伝

票の数字を違う者でチェックしている。入金に対

する領収書と入金調書の数字のチェックも行って

いる。 

できることから取組みを行っており、問題点が

あれば、部課長会議や職員会議等で指摘や対応等

を共有して事務処理を行っている。 

 

（江津商工会議所） 

江津商工会議所だけでなく、事務局を担当する

団体のそれぞれの規約等に基づき監査を受け、特

に監事の１名には金融機関支店長を選任し、現金

の出納・保管について指摘を受け、改善を図ってき

た。 

庶務規程の中に「事務処理」「決裁」「会計」「公

印」の規定を設け、公印管理簿による運営など、複

数・お互い牽制の中での事務処理を行っている。 

情報管理においては、個人情報保護方針、保護規

程を整備し、ホームページでの公開や、セキュリ

ティ対策を実施している。 

違法行為や不正・ミスなどで不適正な事務処理

が発生しないよう、日本商工会議所や島根県商工



 

会議所連合会が実施する研修会に職員を受講さ

せ、内容を職員会議により共有している。 

 

（(公財)島根県建設技術センター） 

これまでに、小口現金会計の廃止、インターネッ

トバンキングでの処理段階に応じた権限の分散、

チェックの精度と効率を向上させた会計システム

への更改など実施した。 

今後も、業務上のリスクについて認識し、セン

ター内での情報共有を図るとともに、その対処法

を検討し、適正な業務運営に努める。 

 

（(公財)島根県暴力追放県民センター） 

   内部統制に関する諸規定（事務局規定、就業規定、

会計事務規定、個人情報保護規定等）を整備し、決

裁手続、文書管理、情報管理等の内部統制が機能す

る仕組みを構築している。 

   また、毎年度、理事会及び評議員会を定期に開催

し、同センターからの事業概要、財務諸表等の報告

がなされ、第三者によるチェック機能が発揮される

仕組みが構築されており、本年度も既に実施されて

いる。 

 

③ 中小企業等の事業承継に対する支援の強化につ

いて 

【該当商工団体】 

県内企業は、99.9％が中小企業・小規模企業（以

下「中小企業等」という。）であるが、少子高齢化

や人口減少に加え、経済社会生活圏の広域化や国

際化等の急速な進行により、その経営環境は厳し

さを増している。 

このような中、平成27年12月に制定された「島根

県中小企業・小規模企業振興条例」には、行政、中

小企業等支援団体、金融機関、教育機関等の役割が

明記され、様々な取組みが実施されているが、地元

の中小企業等への就職率や定着率は依然として低

迷し、事業継続に必要な人材確保が困難になって

いる。また、後継者がいないことなどによる企業の

廃業のみならず、業種によっては、その業界自体の

存続が危ぶまれる状況にある。 

中小企業等支援団体（商工会、商工会議所、中小

③ 中小企業等の事業承継に対する支援の強化につ

いて 

（島根県中小企業団体中央会） 

商工会、商工会議所、産業振興財団などの支援機

関の間で情報を共有し、課題を持つ企業に対し、同

じベクトルで一つのチームとして伴走支援を行っ

ている。 

また、事業承継・人手不足といった課題解決を

テーマに、中小企業組合の代表者が一堂に会する

「組合代表者会議」において、中小企業支援を実施

する関係機関にも現場の生の声を聴いてもらい、

実態に合った支援策の実施や支援策の創設に繋げ

ている。 

 

（島根県商工会連合会） 

各商工会が開催する区域内の関係機関による協

議会（地域協議会）に積極的に参加し、事業承継に

関する支援メニューを紹介するとともに、地元商



 

企業団体中央会、(公財)しまね産業振興財団等）

は、それぞれ個別企業に対し経営支援をはじめ、事

業計画策定支援など各種の支援を行ってきたとこ

ろであるが、特に事業承継や後継者対策について

は、様々な要因によりなかなか進まない状況にあ

る。 

ついては、企業を直接支援している各支援団体

が、行政や金融機関等との連携を強化するととも

に、それぞれが有する情報の共有化による一元的

な相談や各団体が持っている専門的なノウハウを

活用した重層的な支援を行うなど「伴走型支援」の

一層の充実を行い、効果的な事業承継対策に取り

組まれたい。 

 

工会はもとより金融機関や行政（市町村）から支援

の状況を把握するなど、双方向の情報を共有して

いる。 

なお、隠岐地区においては、平成30年度から県の

事業承継推進員が配置され、案件の掘り起こしか

ら事業承継計画作成・フォローまで、一貫した伴走

型支援が可能となった。当会としても、推進員と情

報の共有化を図り、連携して支援にあたっている。 

各支援機関との協議会や担当者会を開催し、連

携を密にしており、それぞれの機関が有する情報

や専門的なノウハウを活用しながら、個社が抱え

る事業承継課題に対して重層的な支援を図ってい

る。 

 

（益田商工会議所） 

益田市では、行政や産業振興財団、事業引継ぎ支

援センター、金融会、信用保証協会、税理士会、商

工団体などで構成する「益田市事業承継推進協議

会」が、平成29年10月に設立された（事務局：益田

市産業支援センター）。 

この協議会の協力も得ながら、事業承継後の経

営基盤の強化、経営持続化を図るためのセミナー

を開催し、現経営者や後継者への動機づけ・意識啓

発、後継者育成などを行う。 

また、事業承継推進員や外部専門家、事業引継ぎ

支援センターとも連携を図りながら、事業が承継

できる経営体質への改善指導や事業承継に向けた

計画の作成など、事業承継が具体的に進むよう個

別企業支援にも積極的に取り組んでいく。 

 

（江津商工会議所） 

島根県の支援を受け、事業継続力強化アドバイ

ザー派遣事業などにより、事業承継支援を行って

きたが、平成29年度には、県・市、支援団体、金融

機関に呼びかけ、「江津市事業承継連絡会」を設立

し、セミナーや相談業務を行った。 

今後も親族内承継や従業員承継をはじめ、島根

県事業引継ぎ支援センターと連携した第三者承継

などに取り組み、伴走型支援に努める。 

  

⑵ 所管課に対する意見  



 

① 団体の規程が県準拠となっている場合の県規程

改正等の情報提供について 

【該当所管課】 

団体の給与規程、旅費規程、会計規則等の規程に

おいて、「県に準ずる」、あるいは「県の例による」

こととしている団体が多くあった。これらの団体

に対して、特に年度途中に改正された県規程の内

容が速やかに伝えられていないなど規程改正等に

関する情報提供が十分でない例が見受けられた。 

過去の監査においても、団体において必要な情

報が円滑に提供されるようにとの意見を述べたと

ころであるが、所管課の担当者の交代等に伴い、こ

うした取扱いの徹底が薄れてきていると考えられ

る。 

ついては、団体の適切な業務執行を確保する観

点から、県の給与、旅費、会計事務等についての正

しい処理方法や規程改正等に関する情報等、団体

として必要な情報を円滑に提供されたい。 

 

① 団体の規程が県準拠となっている場合の県規程

改正等の情報提供について 

（環境生活総務課） 

団体が県規定の例によるとしている給与、旅費、

会計等関係諸規定については、改正後速やかに情

報提供しているが、今後も必要な情報を円滑に提

供していく。 

 

（文化国際課） 

団体が県規程の例によるとしている給与手当関

係諸規程については、改正後速やかに情報提供し

ているが、今後も必要な情報を円滑に提供してい

く。 

 

（林業課） 

県の規定改正の内容について周知するととも

に、その実行について指導を行っている。 

 

（土木総務課） 

今後も必要に応じて情報提供していく。 

 

（組織犯罪対策課） 

県警本部と島根県暴力追放県民センターとの間

には、県庁ＬＡＮシステムが構築されており、適時

適切に円滑な情報伝達が図られている。 

  

Ⅱ 個別 

１ 公立大学法人島根県立大学 

（所管課：総務課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 大学の地域連携と地域に貢献する人材の育成・輩

出について 

県立大学は、県の高等教育の拠点として、大学の

魅力・特色を発揮すると同時に、地域の将来を支え

る人材育成や産業の発展に貢献するなど地方創生

にとって重要な役割を担っており、今後、地域課題

解決のための研究の推進や地元企業等が求める人

材の育成に取り組むことにより、地域に貢献する

大学として県民の期待に応えていかなければなら

ない。 

 

 

① 大学の地域連携と地域に貢献する人材の育成・輩

出について 

中期計画の検討にあたっては、本学が目指すべ

き姿を「地域貢献・教育重視型大学」と位置づけ、

島根県や市町村、県内企業、教育機関等と連携しな

がら、地域課題の解決に向けた研究を推進し、その

成果を地域や教育に還元する体制の整備を図る。 

また、国際的な視野を併せ持ち、地域課題の発

見、解決など地域貢献に取り組む実践的な人材育

成に向け、全学的な地域志向型教育の充実を図る。 



 

これまで県立大学は、大学憲章に謳う「地域の

ニーズに応え、地域と協働し、地域に信頼される大

学」の実現を目指し、高い専門性と実践力を有する

人材を県において育成するために「しまね地域マ

イスター」認定制度（県立大学）や「履修証明プロ

グラム」（短期大学部）を開設するなど、県民や学

生の地域活動を支援することにより、地域に開か

れた大学として、一定の役割を果たしてきた。 

現在、県では、第３期中期目標（Ｈ31～Ｈ36）の

策定にあたり、有識者会議の提言を踏まえて、検討

を進めているところであり、今後、県立大学では、

この目標を達成するための中期計画を作成するこ

ととなる。 

ついては、中期計画の作成にあたっては、県立大

学が県民の期待に応えて安定的かつ持続的に地域

に貢献する人材の育成・輩出ができるよう、県・市

町村、地域の各機関や地元企業との連携を一層深

め、具体的かつ実効性のある方策を盛り込むとと

もに、全学一体となってその計画の達成を着実に

推進されたい。 

 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 地域に貢献する大学運営（中期目標の策定）につ

いて 

公立大学法人である県立大学の運営は、地方独

立行政法人法に基づき、設立団体である県が定め

た６年間の中期目標を踏まえ、計画的に取り組む

こととされている。 

現在、県では、第３期中期目標（Ｈ31～Ｈ36）の

策定にあたり、各キャンパスにおける現状と課題、

人材育成の方針、地域が求める県立大学のあり方

等必要な事項について、有識者会議の提言を踏ま

えて、検討を進めているところである。 

今回の監査では、浜田キャンパスの総合政策学

部においては、国際関係、北東アジア、社会経済、

地域政策の４つの履修プログラムを展開している

が、北東アジアプログラムは学習内容が就職に結

びつきにくいことなどから、近年志望者が１割未

満に留まっていること、大学院（北東アジア開発研

究科）生の多くは外国人留学生が占めており、修了

 

 

① 地域に貢献する大学運営（中期目標の策定）につ

いて 

次期中期目標の策定にあたっては、平成29年度

に６回にわたり、高等教育、産業界、高校等といっ

た分野から有識者を招へいし、大学の目指す方向

性、学部学科のあり方、入試制度改革等について提

言をいただいた。 

その提言を踏まえて、県では、大学の目指すべき

姿を「地域貢献・教育重視型大学」とし、浜田キャ

ンパスに地域系及び国際系の学部学科の設置、地

域課題研究を進めるしまね地域共創研究センター

（仮称）の設置、若者の県内定着促進のための入試

制度改革といった内容を盛り込んだ中期目標（案

骨子）を作成した。 

また、大学運営については、時代のニーズを踏ま

えたPDCAサイクルによる組織・人員等の見直し、第

三者機関による外部評価の分析や広聴活動を通じ

た組織・業務執行の改善・改革に取り組むように示



 

後は帰国して就職する者が大半であること、また、

地元からは地域系学部・学科の設置や地域に貢献

する人材の育成を求める声が強いことなどが確認

された。 

ついては、県立大学は、高等教育の拠点として、

地域から求められている地域研究や人材育成に取

り組むことが重要であることから、中期目標の策

定にあたっては、各研究分野における地域貢献等

の状況、分析を十分に踏まえた学部・学科のあり方

や、地域の声を積極的に大学運営に生かす仕組み

づくりを検討されたい。 

している。 

   中期目標（案）が県議会で議決された後は、大学

から中期計画が提出される。県による中期計画の認

可に際しては、県が示した目標の達成に向けて、実

効性のある取組が示されているかを十分精査する

必要がある。 

  

２ (公財)ふるさと島根定住財団 

（所管課：しまね暮らし推進課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 定住対策の促進について 

財団は、若者を中心とした県内就職支援、県外か

らのＵＩターンの促進、活力と魅力ある地域づく

りの促進の３つを柱として様々な活動を展開し、

定住対策に取り組んできている。 

こうした中、県における充実した支援制度への

認知度の向上、各市町村の定住支援対策の強化な

どにより、ＵＩターン者数は増加してきている。し

かしながら、全国的な地方創生の取組みによる地

方への人の流れの奪い合いや都市部での景気の好

転による人材の獲得競争が厳しくなっており、今

後の本県の定住対策に財団の果たす役割はますま

す重要になっている。 

ついては、引き続き県内就職者やＵＩターン者

の増加及び活力と魅力ある地域づくりの推進を目

指した定住対策に取り組まれたい。 

 

 

 

① 定住対策の促進について 

島根県の人口減少が進む中で、人材の県内定着

と県外からの流入による人口の社会増スパイラル

を生み出すことを目指し、県、市町村、関係機関と

の連携を深めるとともに、島根県の定住支援の総

合窓口として、引き続き積極果敢に定住対策に取

り組んでいく。 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 定住対策の促進について 

財団は、平成４年の設立以来、若年層の県内就職

の促進や県外からのＵＩターンの促進等に取り組

み、本県の最重要施策の一つである定住の推進に

大きな役割を果たしてきた。島根県総合発展計画

（第３次実施計画）、まち・ひと・しごと創生島根

 

 

① 定住対策の促進について 

今後の定住対策の促進のためには、豊富な実績

と経験を有する財団の役割が大変重要になってく

ると認識している。 

引き続き財団と連携を図りながら、現場実態に

合った支援を実施していくとともに、そのために



 

県総合戦略の定住施策においても、人口定住は基

本目標の１つに掲げられており、定住促進に係る

各種事業において豊富な実績と経験を有する財団

の役割は一層重要となっている。 

ついては、財団に対する意見で述べたように、引

き続き財団と連携し、定住対策の促進に取り組ま

れたい。 

必要な体制強化と人材育成にも取り組んでいく。 

  

３ (公財)島根県環境管理センター 

（所管課：廃棄物対策課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 処分場の更なる経営安定化について 

既存の第２期管理型処分場は、平成28年度にお

いて満杯となることから新たに第３期管理型処分

場を整備し、その整備財源として長期借入金が新

規に発生している。また、既存処分場についても整

備財源とした借入金の償還が続く一方で、浸出水

処理施設や管理施設等を維持・管理する必要があ

り、多大な経費を要する状況にある。 

このため、これまで据え置かれていた利用料金

の見直しをするなど財源確保対策を図っている

が、今後、リサイクルの進展に伴う廃棄物の減量化

により、利用料収入は減少することが見込まれる

ことから、中長期的な視点に立った更なる経営の

安定化に努められたい。 

 

 

① 処分場の更なる経営安定化について 

当施設は県内唯一の公共関与最終処分場として

自立かつ安定した経営を行う必要があり、毎年度

の予算編成・執行方針に基づき適切な経営に努め

ている。 

また、平成29年４月から料金改定を行い、第３期

処分場建設工事に係る借入金の償還財源を確保

し、安定的な運営の継続を図ることとした。 

さらに、平成29年度には、中長期的な資金需要に

備え、資産取得や施設機能改善に充てるための基

金を創設した。 

一方、搬入量は公共工事の増減や景気動向に影

響を受けることから、今後も安定的な経営基盤を

維持していくためにも、必要に応じ利用料金の見

直しを行っていく。 

  

４ 島根県歯科技術専門学校 

（所管課：医療政策課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 歯科衛生士養成に向けた取組みについて 

歯科診療所では、特に県西部や隠岐地区におい

て歯科衛生士が不足している状況にある。 

このような状況に対応するため、学校において

は「県内西部・隠岐地区出身在学生支援制度」によ

り支援を希望する該当地区出身学生への助成や地

区歯科医師会と連携した高校訪問のほか、老朽化

が進んだ実習設備の一部を更新し学習環境を整備

 

 

① 歯科衛生士養成に向けた取組みについて 

「島根県歯科衛生士人材確保協議会」において、

歯科衛生士をめぐる就業状況等を注視し、復職支

援など人材確保に向けた対策を引き続き関係機関

等と連携して取り組む。 

また、平成29年度から県内の高等学校と連携し

て歯科衛生士職業紹介事業を実施している。勤務

歯科衛生士や専門学校の専任教員を派遣して職業



 

するなど、入学者の確保に努めてきた。 

今後は、高齢化の進展に伴い口腔ケアの需要も

高まることから、人材を養成する学校に対して、更

なる期待が寄せられている。 

ついては、高まる需要に対応するために、関係機

関等との一層の連携や必要な環境整備を図り、歯

科衛生士の養成に努められたい。 

 

人講話を行うなど、専門職としての認知度の向上

を図り、入学生の確保に努める。 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 歯科衛生士養成に向けた取組みに対する支援に

ついて 

今後、歯科衛生士に対する需要の高まりが予想

されることから、引き続いて人材確保に向けた取

組みを行う必要がある。 

ついては、歯科衛生士をめぐる動向を注視し、適

切な人材確保が図られるよう、県内で唯一歯科衛

生士を養成している学校への支援のあり方につい

て検討されたい。 

 

 

① 歯科衛生士養成に向けた取組みに対する支援に

ついて 

   県が参画する「島根県歯科衛生士人材確保協議

会」において、歯科衛生士をめぐる就業状況等を注

視し、引き続き同校と連携し、復職支援など人材確

保に向けた対策に取り組む。 

 

 

 

  

５ (一社)しまね縁結びサポートセンター 

（所管課：子ども・子育て支援課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① しまね縁結びサポートセンターの運営について 

平成19年度からスタートした縁結びボランティ

ア「島根はっぴぃこーでぃねーたー（通称はぴこ）」

制度を核にして、平成27年度に設立された「しまね

縁結びボランティア協議会」の公的な結婚支援対

策を引き継ぐ組織として新たに設立されたセン

ターであり、「はぴこ」との連携が不可欠となって

いる。 

また、法人移行後の年数も僅かなことから、県か

らの職員派遣を受けて事業運営に当たるととも

に、会計事務については、民間会計事務所の会計指

導を受けながら、専ら一人の職員で処理している。 

ついては、センターの事業運営の円滑化に向け

た「はぴこ」や関係団体等との連携及び会計処理等

の事務の適正化に向けた体制整備に努められた

い。 

 

 

① しまね縁結びサポートセンターの運営について 

「はぴこ」との連携については、定例の会議や、

地区別及び階層別研修等を行い、常に意思疎通を

図っている。 

また、市町村や各種団体とも広報やイベント開

催の面で連携し取り組んでいる。 

今後も「はぴこ」や関係団体等との連携強化に努

める。 

会計事務については、担当は１人であるが実際

は複数でのチェックをしている。支出についても、

月々の残高証明書により残高の照合を行ってい

る。 

また、様式を変更（担当者及び確認者のチェック

欄の追加等）するなど、適正に事務処理が行えるよ

う努めている。 

今後も絶えず所要の見直しを行っていく。 

 



 

⑵ 所管課 

【意見】 

① しまね縁結びサポートセンターの運営支援につ

いて 

平成28年度は、センターが一般社団法人へ移行

して初年度となることから、県職員１名を団体へ

派遣しその支援を行ってきたが、より効率的・効果

的な業務執行に努め、成婚者数の増加につなげる

ために、平成29年度には県からの派遣を１名増員

するなど、立ち上がり支援としての体制強化を

図ってきた。 

独身男女の結婚したいという希望をかなえるた

めには、行政やボランティア、コミュニティ（自治

会等）、企業などが一体となって啓発や出会いの場

の創出、相談・マッチング等の幅広い取組みを進め

る必要があり、これらの取組みを円滑に進めるた

めには、センターの果たす役割がますます重要に

なってくる。 

ついては、センターが実施する事業の成果等を

検証しながら、中長期的な視点に立った支援のあ

り方について検討されたい。 

 

 

① しまね縁結びサポートセンターの運営支援につ

いて 

平成27年度の開設以降、「はぴこ」活動の活発化、

縁結びイベントの開催、縁結びサポート企業の募

集などでセンターの機能が発揮され、登録者の平

成29年度成婚者数が初めて100人を超えるなど、確

実に事業の成果が表れ始めている。 

   現場であるセンターの意見をよく聞いて、今後の

事業の効果も見極めながら、結婚を希望する独身者

の願いが叶うよう取り組む。 

  

６ (公財)しまね農業振興公社 

（所管課：農業経営課・農地整備課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 農地中間管理事業への適切な対応について 

都道府県ごとに農地中間管理機構を設置し、小

規模な農地や分散している農地を集めて、意欲あ

る農業者（農家や法人）に貸し出す仲介役を担わせ

る制度として、平成26年度に創設された農地中間

管理事業については、当公社が「農地中間管理機

構」として島根県から指定を受けて事業を実施し

ている。 

国から割り当てられた集積目標面積の達成を目

指して、今後は、県、市町村、農業委員会、農地利

用集積円滑化団体等との連携を一層強化し、外部

委託の推進や現場ニーズを踏まえた現地駐在員の

配置により、事業を推進していく必要がある。 

ついては、円滑な業務の実施に向けて体制の充

実や外部委託等について検討され、適切な対応に

 

 

① 農地中間管理事業への適切な対応について 

農地中間管理事業の推進については、平成27年

度以降、現地推進員を中心に、市町村、農業委員会、

円滑化団体と連携を図りながら進めてきた。 

    現地推進員については、平成29年度は県内10地区

10名配置していたが、より地域に密着した推進を図

るため、平成30年度、松江・隠岐地区を分け、各々

１名体制(計11名)とし、農業委員、最適化推進委員

との情報共有に努め、事業推進を図っていくことと

した。 

    なお、貸借のデータ管理事務が毎年増加してお

り、管理システムの導入や職員の配置を検討するこ

ととしている。 

    農地中間管理事業については、市町村、円滑化団

体等へ委託して実施しているが、平成30年度創設さ



 

努められたい。 れた農地中間管理機構関連農地整備事業に係る借

入業務については、所有者数が多くなることから、

この事務の繁雑化を解消するため、島根県土地改良

事業団体連合会へ委託することとした。  

    さらに、膨大な数の事務処理でのミスを防ぐた

め、当該書類の流れがわかる仕訳ボックスを用意し

て、事務処理を見える化し、関係職員間で事務の流

れをチェックできる体制を構築した。 

 

② 中海干拓農地の売渡し等の促進について 

中海干拓農地の売渡し等に当たっては、農地価

格を据え置くとともに、入植促進農地貸付事業の

見直し（取得前提制度及び一時貸付制度を廃止し

長期貸付制度に変更、貸付面積要件も３区画（90

ａ）から１区画に緩和）や農地等取得支援事業の活

用により、認定農業者、農地所有適格法人、Ｉター

ン等の新規就農希望者及び農業参入を目指す企業

などに対する働きかけを進めてきた。 

こうした促進策により、干拓農地全体面積

331.1haのうち、平成28年度末の売渡し面積は

290.6ha（87.8％）、長期貸付面積は28.2ha（8.5％）

となり、未利用地（公社管理農地）の解消も図られ

つつあるが、引き続きその売渡しに取り組んでい

く必要がある。 

ついては、今後とも関係機関と連携し新規就農

希望者等に各種支援制度のＰＲを積極的に行い干

拓農地の売渡しに努められたい。 

また、公社管理農地の減少は、土地改良賦課金や

草刈り等の維持管理経費の縮減につながるため、

干拓農地の有効利用にも取り組まれたい。 

 

② 中海干拓農地の売渡し等の促進について 

今後とも中海干拓農地の早期完売に向け、関係

機関と連携し、東京、大阪等で実施されている新規

就農相談会での情報提供のほか、平成28年度から

実施している現地相談会により、農業参入を目指

す企業へも干拓農地と各種支援制度のＰＲを積極

的に行う。 

    また、中海干拓農地が有効活用できるよう、当公

社が行っている農地中間管理事業と連携し、認定農

業者はもとより県内外の農地所有適格法人以外の

法人も対象となる入植促進農地貸付事業のＰＲ活

動をより一層強化していく。 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 農地中間管理事業への適切な対応について 

公社に対する意見で述べたように、農地中間管

理事業の業務が円滑に実施されるよう、公社との

連携を密にして適切な対応に努められたい。 

 

 

① 農地中間管理事業への適切な対応について 

平成27年度から、公社において圏域ごとに推進

員を配置し業務の円滑化にあたっている。 

今後も引き続き公社とは連携を密に行い、状況

把握に努め、適切に対応していく。 

 

② 中海干拓農地の売渡し等の促進について 

長期貸付を拡大することは、農業振興や県の財

② 中海干拓農地の売渡し等の促進について 

国営事業完了地区対策推進事業(県単)により、



 

政負担の軽減につながるものの、未売却農地とし

て残ることになるため、公社と一体となって更な

る売渡しの促進に努められたい。 

公社が実施する干拓農地の売渡し促進に関する活

動（現地相談会、各種支援制度のＰＲなど）を支援

している。 

今後、新規就農者の参入や既存入植者の規模拡

大が図られ、干拓農地の売渡しが促進されるよう、

この事業を活用しながら公社と一体となって取り

組む。 

  

７ (公社)島根県野菜価格安定基金協会 

（所管課：農産園芸課） 

 

⑴ 所管課 

【意見】 

① 収入保険制度の導入に向けた対応について 

国においては、新たな所得補填制度として、平成

31年から「収入保険制度」を導入することとしてい

る。 

一方、県の実施する野菜経営安定支援事業は、国

の価格安定制度の補完施策としての位置付けも大

きいことから、国の動向を踏まえた支援を行う必

要がある。 

ついては、新たに始まる保険制度について、引き

続きＪＡ・県野菜価格安定基金協会・農業共済組合

等とともに情報収集・共有に努め、これらの情報を

踏まえながら、野菜経営安定支援事業としての対

応を検討されたい。 

 

 

① 収入保険制度の導入に向けた対応について 

国価格安定制度が収入保険との同時利用を認め

ないとしたことを受け、関係機関と協議した結果、

県野菜経営安定支援事業についても収入保険との

同時利用を認めない方向で見直しを行っていく。 

  

８ (公社)島根県林業公社 

（所管課：林業課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 第４次島根県林業公社経営計画の見直し（第５次

経営計画の策定）について 

公社では、主伐の開始を主とする「第４次経営計

画」を平成26年３月に策定し、平成95年度における

収支不足を160億円に圧縮することを目指して、経

営改善策に取り組むこととした。 

しかし、平成26年度から平成28年度の３年間に

おける達成率は、主伐に当たって収益が確保でき

ないことや路網等の条件が合わないことなどによ

り、事業体からの企画提案が少なかったことから、

 

 

① 第４次島根県林業公社経営計画の見直し（第５次

経営計画の策定）について 

第５次経営計画の策定については、通常の見直

しサイクルを１年前倒し、平成29年度から県庁林

業職員の協力を得てワーキングチームを設置し、

これまでの実績をPDCAサイクルにより分析・評価

を行い、現地検討や業務改善に取り組んだ。 

また、ワーキングチーム会議の分科会として、経

営改善項目を森林整備・経営改善対策、生産流通・

販売戦力、経営・財務等に分類し、４次計画の評価・



 

搬出間伐事業収益で63～71％、主伐（収穫）事業収

益で24～56％と大きくかい離している状況にあ

る。 

ついては、県から大きな財政的援助を受けてい

る公社においては、この厳しい現状を重く受け止

め、第５次経営計画の策定に向けて、現計画の評

価・分析を十分に行うなど、収益確保策の強化に向

けた検討を進められたい。 

 

分析を踏まえ、５次計画における収益改善策の検

討を行ってきた。 

   これにより、この度平成30年５月に林業公社から

島根県に第５次経営計画（案）を提出したところで

あり、今後、島根県において有識者による検討委員

会が設置され、林業公社の経営計画が検討される予

定である。 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 第４次島根県林業公社経営計画の見直し（第５次

経営計画の策定）について 

県産材の利用促進や路網整備及び伐採経費等の

軽減による収益確保などの林業施策の推進に引き

続き取り組むとともに、第４次経営計画の実施状

況の検証を十分に行い、木材価格が長期低迷して

いる状況を十分に踏まえた上で、公社と一体と

なって現経営計画の見直し（第５次経営計画の策

定）に取り組まれたい。 

また、公社の経営が将来にわたって安定的に継

続できるよう、国における森林環境税（仮称）導入

の動向を注視するとともに、分収造林事業に係る

財政支援の充実強化等を他の都道府県等と連携し

て、引き続き国に働きかけられたい。 

 

 

① 第４次島根県林業公社経営計画の見直し（第５次

経営計画の策定）について 

県では循環型林業の推進に向け、林業事業体の

経営体質強化や林道等の基盤整備、高品質・高付加

価値の木材製品の販路拡大などに対する支援を

行っており、今後も取組みを継続していく。 

なお、第５次経営計画の策定については、平成29

年度から、ワーキングチーム会議を通じて、第４次

経営計画の実績を分析・評価し、収益改善策の検討

を行ってきた。今後、有識者による検討委員会での

提言を参考に、林業公社から提出された第５次経

営計画（案）に対する県の意見を回答する予定であ

る。 

   また、国への働きかけについては、毎年度県の重

点要望をはじめとし、全国組織である森林県連合や

森林整備法人全国協議会による政策提言活動を

行っている。今後も安定した公社事業運営のための

財政支援の拡充等について他の都府県等と連携し

て働きかけを行っていく。 

  

９ 浜田港振興会 

（所管課：しまねブランド推進課） 

 

⑴ 団体 

【意見】 

① 港湾等整備に併せた浜田港の利用促進について 

浜田港は、平成28年８月に国際定期コンテナ船

の大型化への対応としての岸壁の増深工事が完了

し、現在では、平成29年度末の開通に向けた山陰道

の浜田三隅道路に直結する臨港道路の整備や平成

30年12月の完成を目指したガントリークレーンの

 

 

① 港湾等整備に併せた浜田港の利用促進について 

    県、浜田市、港湾事業者及び関係団体と連携し、

県内外の企業へのポートセールスやヒアリングを

実施して、集貨や創貨、情報収集に取り組んだ。 

   また、クルーズ船の受入態勢を強化し、寄港に対

応するため、浜田市や周辺市町、県や関係機関がメ



 

建設が進められるなど、港湾整備事業が促進され

つつある。 

また、平成29年11月に改訂された「浜田港港湾計

画」には、大型貨物船や世界最大級の客船が接岸で

きるように岸壁や防波堤の整備、臨港道路の延長

などが盛り込まれており、早期整備に期待が寄せ

られている。 

振興会においては、浜田港利用促進のために、コ

ンテナ航路利用促進助成等による積極的なポート

セールス活動を展開するとともに、クルーズ客船

誘致に向けた取組みも進めている。 

ついては、今後も関係機関等との連携を密にし

て、港湾等整備に併せたポートセールス活動やク

ルーズ客船誘致促進に向けた客船寄港時の受入体

制の強化に努め、浜田港の利用促進を図られたい。 

 

ンバーとなり、浜田港圏域の関係者が一緒になって

クルーズ旅客の受入れを実務的に検討した。 

⑵ 所管課 

【意見】 

① 港湾等整備に併せた浜田港の利用促進について 

振興会に対する意見で述べたように、浜田港の

利用促進を図るために、今後も浜田港振興会、市、

関係機関、民間団体との連携を密にして、ポート

セールス活動等の強化に努められたい。 

 

 

① 港湾等整備に併せた浜田港の利用促進について 

   石見全域及び出雲市、広島県や山口県の市町など

浜田港周辺地域の行政や経済団体等が参画する「浜

田港拠点化形成研究会」とも連携し、浜田港振興会

が行うポートセールス活動等を浜田市とともに支

援していく。 

  

 


